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船
舶
の
防
火
構
造
の
基
準
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
参
照
条
文
（
抄
）

○
船
舶
防
火
構
造
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
五
月
六
日
運
輸
省
令
第
十
一
号
）

（
船
楼
及
び
甲
板
室
の
周
壁
）

第
三
十
三
条

居
住
区
域
又
は
業
務
区
域
が
あ
る
船
楼
及
び
甲
板
室
の
周
壁
（
張
出
甲
板
を
含
む
。
）
の
う
ち
貨
物
タ

ン
ク
及
び
貨
物
タ
ン
ク
に
隣
接
す
る
場
所
に
面
す
る
部
分
は
、
耐
火
性
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

戸
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
耐
火
性
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
場
所
へ
通

ず
る
戸
又
は
操
舵
室
へ
通
ず
る
戸
（
迅
速
か
つ
有
効
に
ガ
ス
密
及
び
蒸
気
密
に
閉
鎖
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
を

設
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

通
風
用
の
吸
気
口
、
排
気
口
そ
の
他
の
開
口
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

２

居
住
区
域
又
は
業
務
区
域
が
あ
る
船
楼
又
は
甲
板
室
で
あ
つ
て
前
面
が
貨
物
タ
ン
ク
及
び
貨
物
タ
ン
ク
に
隣
接
す

る
場
所
に
面
す
る
も
の
の
側
壁
の
う
ち
前
端
か
ら
後
方
へ
船
の
長
さ
（
満
載
喫
水
線
規
則
第
四
条

に
規
定
す
る
船
の

長
さ
を
い
う
。
）
の
二
五
分
の
一
（
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
五
メ
ー
ト
ル
）
又
は
三
メ
ー
ト
ル
の

う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値
の
間
の
部
分
は
、
耐
火
性
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


